
飛騨市国民健康保険にご加入の35歳以上の方へ 

人間ドック受診費用を助成します！ 

※後期高齢者医療制度や社会保険に加入している方は対象になりません 
 

助成対象となる方 

次のすべてに該当する.飛騨市国民健康保険加入者.が対象です 

⚫ 満年齢が35歳以上であること（受診日現在） 

⚫ 国民健康保険料を完納していること（受診日現在） 

⚫ 同一年度内に特定健診を受診していないこと 

⚫ 人間ドックの検査結果を市に提供できること 

⚫ 検査結果により特定保健指導の対象となるときは、市保健師による指導を受けること 

 

助成金額 

16,000円 （１年度につき一人１回限り） 

 

手続き期間 

申込・受診期間 … ４月１日～２月２８日 

交付申請期間 … 費用を支払った日の属する年度内（３月３１日まで） 

※受診費用のお支払い後2か月以内を目途に速やかな申請をお願いします。 

 

助成対象となる受診医療機関 

助成対象となる検査項目を満たしていればどこの医療機関に受診しても対象となります 

※必ず健康診断で受診してください。保険適用の通常受診は助成の対象外です。 

 

助成対象となる検査項目 

次の.すべての検査項目を満たす場合.のみ助成対象となります 

必
須
項
目 

身体計測(身長・体重・腹囲) 血圧測定 眼底検査 視力検査 聴力検査 

胸部X線検査 血液検査 尿検査 便検査 心電図 

胃X線検査(又は胃カメラ) 腹部超音波検査 問診  

 お手続きの流れは裏面をご確認ください（事前申込が必要です） 



人間ドック費用助成事業のお手続きの流れ 

１.助成の事前申し込み（問診票の交付）※オンライン申請も可能です。 

受診の前日までに市民保険課(本庁)または各振興事務所にお越しいただき、備え付けの申請用紙により

事前に申し込みをしてください。その場で助成要件を確認し、申請用紙等をお渡しします。 

【お持ちいただくもの】 

国民健康保険に加入していることがわかる書類（マイナ保険証、資格確認書など） 

⚠︎ 事前申し込みの前に医療機関への予約をお願いします。 

 

★オンラインでの申請も受け付けできます。 

記載の二次元コードから事前申請をしてください。 

        （※オンラインでの申請でも、受診日前に問診票を取りに来ていただく必要があります。） 

▽ 

２.人間ドックの受診 

医療機関にて人間ドックを受診し、いったん受診費用の全額をお支払いください。 

また、受診日前にお渡しした問診票は、受診日時点の体調等をご記入のうえ、ご自身で保管してくださ

い。（医療機関に提出するものではありません。） 

⚠︎ 交付申請の手続きに必要ですので、領収書・問診票は大切に保管してください。 

▽ 

３.助成金の交付申請 

医療機関から検査結果が届きましたら、市民保険課(本庁)または各振興事務所にお越しいただき、受診

日前にお渡しした申請用紙により助成金の交付申請をしてください。 

【お持ちいただくもの】 

受診日前にお渡しした申請書及び請求書、記入済みの問診票、受診費用の領収書、 

医療機関が発行した検査結果通知書、振込先口座が分かるもの(預金通帳など) 

⚠︎ 交付申請は受診費用の支払い後２か月以内を目途に年度内(3/31 まで)に行ってください。 

▽ 

４.助成金の交付決定・振込 

交付申請から１週間程度で、郵送により助成金の交付決定(不決定)をお知らせします。 

また、交付を決定した場合は、１カ月程度で助成金を指定口座に振り込みます。 

⚠︎ 検査項目が不足する場合や、遡って加入資格を喪失した場合などは不決定となります。 

【お問い合わせ】  飛騨市役所 市民保険課 保険年金係 

市役所本庁舎１階 ☏ 0577-73-7464 

事前申請はこちら⇒⇒ 


